
 

※秘密厳守 マンション管理士は法律により守秘義務が課せられています。【適正化法第 42 条】 

 安心してご相談ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春日市の分譲マンションにお住まいの方を対象とした、無料の面談相談会です。 

 分譲マンションの高齢者に関する福祉相談は、春日市社会福祉協議会とも連携し、マンション管

理士が相談に応じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日  時 :  毎月 第 2 回目の火曜日 13 時～1５時  

場  所 :   春日市社会福祉センター ３階  

        （春日市昇町 3 丁目 101 番地） 

 参 加 費 :  無 料  ※1 組あたり 1 時間 

申込方法 :   開催前日までに、下記連絡先へご連絡ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 福岡県マンション管理士会主催 

マンション管理 

定例相談会のご案内 

 

●高齢者の見守りが必要だが、どのような方法がよいか知りたい。 

●賃貸化がすすみ、役員のなり手がいない。解決方法があるのか知りたい。 

●マナーをまもらない人に困っている。 

●管理会社の管理方法、管理規約、管理費や修繕積立金が適正か確認したい。 

●長期修繕計画をどのように作成してよいかわからない。 

●大規模修繕工事をどのようにすすめたらよいかわからない。 

●駐車場や騒音のことでトラブルになっているが、良い解決方法はないか? 

など 

お気軽にご相談ください。 

マンション・管理組合でのお困り事はありませんか? 

一般社団法人 福岡県マンション管理士会 

〒810-0012  福岡県福岡市中央区白金 1-1-3 

TEL：092-524-9288 

E-mail：info@fukuoka-mankai.com 

担当者:松井・飯田（携帯 090-3669-1912） 


